
 

1 高齢者等が入所・入居する町内高齢者施設（居宅サービス事業所及び訪問サービス事業 

所等含む）、障害者福祉サービス事業所等に従事する、白石町に住民登録がある方の接種に

ついては、長寿社会課高齢者係から６月中旬に事業所宛てに接種方法をご案内します。事

業所からの名簿受領後に接種券を発行しますので、その後予約を取って接種をしてくださ

い。 

2 町外にある施設に従事する方は、保健福祉課健康づくり係にお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年６月１５日 

◎接種券を優先してお渡しします 

基 礎 疾 患 を 有 す る 方（※12 歳から 64 歳まで） 

高 齢 者 施 設 等 の 従 事 者 

   ※年齢は令和 4 年 3 月 31 日時点です 

白石町新型コロナウイルスワクチン接種について 
 

基 礎 疾 患 の 範 囲 と 接 種 券 の 受 け 取 り 方 法 

1 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方 

 ●慢性の呼吸器の病気  ●慢性の心臓病（高血圧を含む）  ●慢性の腎臓病 
 ●慢性の肝臓病（肝硬変等） 
 ●インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病 
 ●血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く） 
 ●免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む） 
 ●ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 
 ●免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 
 ●神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等） 
 ●染色体異常  ●重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態） 
 ●睡眠時無呼吸症候群 
 ●重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、 

または自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害（療育手 
帳を所持している場合） 

２ 基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の方 ※ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ） 

高齢者施設等の従事者の接種の方法 

上記に当てはまる方で接種を希望される方は、かかりつけ医に相談して予約をおこなって

ください。予約の際に、基礎疾患の有無、障害の有無を確認されます。 

予約が取れたら保健福祉課健康づくり係に連絡ください。接種券を郵送します。 

予約の際に接種券が必要な場合もご連絡ください。 



今後の新型コロナワクチン接種券発送スケジュール  
 
 
 
※６月末から７月初めにかけて接種券を発送する予定です。 

もうしばらくお待ちください。接種券が届き次第「個別接種医療機関」や「集団接種」の予約が

できます。 

 

※クラスターの未然防止や、幼児、児童、生徒への感染リスクの軽減につなげるため、町内外の保

育所や小中学校に勤務する職員、学童支援員など、職種を問わずに、子どもと接する町内に住民

票がある職員へ接種券を優先してお渡しします。町内勤務の方には担当課からお知らせします。 

 町外勤務の方は下記問い合わせ先にお問い合わせください。 

 

 

※ゴミからの感染リスクを考慮して、町内に住民票がある衛生処理業務に従事されている方へ接

種券を優先してお渡しします。詳しいことが決まりましたら、担当課を通じてお知らせします。 
町外勤務の方は下記問い合わせ先にお問い合わせください。 

 

 

※７月上旬から接種券の発送を予定しています。（今年度１２歳になる方には、誕生月の翌月に接

種券を発送します）接種券を一斉に送付している自治体もありますが、予約が殺到し予約が取

りにくい状況になることを防ぐために、年代を区切って発送する予定です。しかし、県の大規

模接種会場の設定や、職域接種の実施などが多く実施された場合など状況により変更する可能

性があります。 

 

 

※接種は完全予約制です。 

※予約日に接種できなくなった時は速やかに予約のキャンセルをしてくだい。 

<2 回目接種の注意点> 

※2 回目のワクチンは必ず 1 回目と同じワクチンを接種してください。 

※1 回目にファイザー社製のワクチンを打った人は、2 回目の接種は 1 回目の接種から 20 日をあけて接

種を受けることになっています。この日を超える場合はできるだけ早く 2 回目の接種を受けてください。 

※1 回目の接種済証を貼った接種券を紛失された人は、2 回目の接種日までに役場保健福祉課で接種券の

再発行を受けてください。再発行には本人確認書類が必要です。 

 

 

 

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、

引き続き「密集・密接・密閉」の回避、マスクの着用、石鹸による手洗いや手指消毒用アルコール

による消毒の励行などをお願いします。 

 

６０歳～６４歳（Ｓ32.4.2～Ｓ37.4.1 生まれ）になる方 

保育士や教職員、学童支援員等 

衛生処理業務従事者等 

 １2 歳～59 歳（Ｓ37.4.2～Ｈ22.4.1 生まれ）になる方 

接種を受ける時の注意点 

） 
白石町のワクチン接種に関する（全般）お問い合わせ 

白石町役場 保健福祉課健康づくり係「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」 

電話 0952-84-7116 FAX 0952-84-6611（平日 8 時 30 分～17 時 15 分） 

ワクチンを受けた後もマスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします 


